
た

正
四
畑中
六
月

一一
†

一
日
一働
}昌
和
鳴

便
物
認
可

(
梶
月

一
回

一
日
躊
順行

〕

(禁

轄

載
)

曾學濟 経學k圃帝都京

叢論淵
號;第 素 藷;'トミ 霧

行 縢 日 一 月 入 卑 六 和 昭

論
…

…叢

経

濟
的

攣
動

の
分
析

・
・
:

:

デ

ィ
ル
タ
イ

哲

學

ご
経

濟
哲

學

.
・
.

畦
四

輪
…

特

別
會

計

の
整

理

・
・
…

:

・
・

所

得

税

の
税
率

の
改

正

・
:

…

瑚

男

農

家

に

お
け

る
米

の
販

増頁

・
・

統

計
利
用

の
意
義

ご
問
題

・
・
…

東
海
道
濱
松
宿

に
關
す

る

一
考
察

・

蝸
覗

艸
夘

敵
雛
蕎

畑
無
漏

.
法
學
博
士

神

酒

証

雄

・
糧
濟
學
博
士

汐

三

郎

目
九

経 縷 縷

濟 濟 濟
學 學 學

士 士 士

大 蜷 谷

山川 口

敷

大 虎 吉

郎 三 彦

明
治
初
年
御
用
金

の
貢

搭
者

に
つ
い
て

一
・
経
濟
學
博
士

本

庄

榮

治

耶

産
米

の
管
外
移
出
高

の
季
節

的
愛
動

:

経
済
學
士

入

木

芳

之

助

全

問

題

批

判

…

:

:

・
:

・
・
経
濟
學
士

松

岡

孝

兄

ア
ン
ド

レ
ア
デ

ス
氏
「日

本

の

人

口

」
に
つ
い
て

・
経
済
學
士

宮

本

又

次

附

録

新
着
外
國
経
濟
雑
誌
主
要
論
題



東
海
道
濱
松
宿

に
関
す
る

一
考
察

第
三
+
三
巻

二
七
八

第

二
號

二
二

東
海
道
濱
松
宿

に
閲
す
る

一
考
察

(下

)

大

山

敷

太

郎

七
、
御
役
門
と
人
馬
縫
立
の
責
務

所

謂
「
御

役
門

」
と
は
果

し

て
如

何
な

る
性
質

の
も

の
で
あ

る
炉
。
先

き

に
逓

べ
し
如

く
、
慶

厩
.六
年
道
中

傳

馬

の
制

を
定

め
ら

れ

、
當
濱

松
宿

に
て
も
從
來

の
十

王
町
を

改

め

て
傳
馬

町

と
呼
び

、
そ

の
名

主
を

し

て
朱
印

改

役

に
任

ぜ
し

め
、
同

町
三
十

二
軒

の
も

の

に
命

じ

て
傳

馬
役

を
勤

め
し

め
た
。
而

し

て

こ
の
時

の
定

日

に
よ

る
に
傳

馬

は

三
十

六
疋

と
あ

る
。

よ

っ
て

こ
れ
を
見

る

に
、
三
十

二
軒

の
者

に
て
こ

の
三
+

六
疋

を
負
澹

せ
し

も

の
で
あ

る
。

そ

の
後

元
和

二
年

に
至

り

、
新

に
傳
馬

三
十
九

疋
を
増

し
傳
馬

町
を
蟹

暖

し
寡

作

し

、
御

役
を
勤

め
し
む

べ

き
も

の
を
増
加

し

て
み

る
が

、
そ

の
人
数

は
明
ら

か

で
な

い
。
更

に
又
寛

永

+

五
年

に
は
傳
馬

二
十

五

疋

を

増

し
、
盤

町

に
負

推

せ
し
め
て
居

る
。
而

し
て

こ
れ
を

歩
行

役
側

に

つ
い
て
見

れ
ば

、
肴

町

に
て
最

初
歩
行
役
御

用

を
勤

め
し
は
四
十

九
人

に
し

て
、
田

町

、
旅
籠

町
南

町

と
合

し

て
百

二
十

八
人
と
あ

る
。

今

、
前
掲
寛

文

八
年

の
御

役
門

敷

を
見

る

に
傳
馬

町
七
十

五
軒

、
臨
町

二
+

五
軒

に
し

て
合
計

百

軒
と
な
り

、

(
藷
)
傳

馬
方
負

捲

の
徳
馬
撒

百

疋
と
そ

の
数

値

を
同

じ

く
す

る
。
瞳

町

の
分

も

こ
れ
よ
り

以
前
負

循

の
傳
馬

敷

と

御

役
門
敷

と

は

一
致
す

る
。
而

し
て
、

こ

の
こ
と

は

(
奮
)
歩
行

彼
方

の

一
た

る
肴

町

に

つ
い
て
も
同
檬

で
あ

り

、



(藩
)
歩

行

役
方

た

る
三

町

の
御

役
門
激

を
合
計

す

れ
ば

百

二
十

八
軒

と
た
び
b
、
宛
も
歩

行
役
御
用

を
勤

め
し
入
撒

と

一
致

す

る
の

で
あ

る
。
勿

論

こ
れ
は
偶
然

の

一
致

と
見

る

べ
き

で
は
な

い
。
御

役
門

と

は
地

子
免
除

そ

の
他

の

給

與
を
う

け

て
、
宿
騨

に
お
け

る
人
馬
繊

立

の
負
憺

を

有

せ
し
家

々
を
帰

す
も

の

で
あ

る
。
而

し

て

、
右
は
宿
騨

に
お
け

る
あ

る
特

別

な

る
縁

故

に
よ

っ
て
し
れ
を
有

せ
し

も

の
で
あ

っ
て
、
な

ほ
こ
の
外

に
御

役
門

た
ら
ざ

る
多

く
の
人

々
の
存
在

せ
し
こ
と

は
注
意

を
要

す

る
瓢

で
あ
ら
う

(後
述
歩
照
)
。
然

し
乍
ら

、
事

貨

に
お

い
て
御
役
門

の

人

々
が
人

馬
繊

立

に
従
事

せ
し
や
否
や

は

、
お
の
つ

か
ら
別

箇

の
問

題

に
属

す

る
.
「
民

間
省
要
」
の
著
者

は
寛
永

の

頃

の
こ
と

を
叙

し
て

『
・…
-
歩

行

役
人
馬

士

に

一
年

に
、
金

一
分

二
分

も

く

る
れ
ば

、
腕

を

さ
す

る
の
男

を
抱

へ

往
還

の
傳
馬

を
勤

め
、
而

も
人

々
渡

世
と
成

し
事

故

、
地

子

の
御

恩
斗

に
て
も
孚

て
只
御
傳

馬

役
人

に
成
度
事

を

願

ひ
し
そ

か
し
』

云

々
と
述

べ
て

み

る
が

、
所

謂
御

役
門

の
も

の
が

た
だ
人
馬
繊

立

の
請
負

を
な
す

に
過

ざ
す

し

ヘ

へ

て
、
馬
上

人

足
を
雇

ひ

て

こ
れ
を

勤

め
し

め
自

ら
は
毫

も
責

務

に
携

ら

ざ
b

し
も

の
と
は
考

へ
ら

れ
な

い
。『
御
傳

も

へ

も

へ

も

へ

し

も

も

も

へ

も

も

へ

も

ヘ

へ

も

へ

も

も

も

し

も

し

し

ヘ

ロ

も

も

も

へ

も

へ

も

も

セ

も

し

も

も

も

し

馬

歩

役
相

勤
候

も

の
共

も
名
主

.
年
寄

、
月
行
事

之

外

は
自

身
馬

を
引
荷

物

を
憺

ひ
相
動
候

由

に
て
:
・.-
宛
然

只

ヘ

ヒ

モ

も

た

も

も

も

も

今

之
助
郷

之

如

く

に
て
p=
酋
々
と

は
「
宿

馬
古
来

β
持

立
錐

澁
之

次
第
」
と
し

て
述

べ
ら

弔
し
と

こ
ろ

で
あ

る
が
、

恐
ら

く
眞

實

で
あ
ら

う

。
右

に
続

い
て
元
和
末

よ

り
寛

永

初
年

の
頃

、
宿

騨

は
次

第

に
繁
昌

し
、
常

時
助

郷
と

い

ふ
も

の
な

か
り

し
を
以

て
在

郷
馬

を
雇

立

つ
る

こ
と
行
ば

る
る

に
至

り
た

る

べ
き
旨
記

さ
れ

て
み

る
。
勿

論

こ
の

問

題

は
、
時

と
露

と
を

異

に
す

る

に
從

っ
て
、

一
概

に
断

定

し
得

な

い
で
あ
ら

う
。
時
代

の
推
移

と
共

に
、
街
道

宿

騨
と

し

て
磯

農

せ

る
も
の

に
あ

っ
て
は

.
所

謂
御

役
門

た

る
も

の
が

、
自

ら

は
別

に
生
業

を
螢

み
て
商

業
利
潤

の
獲
得

に
携

り
、

そ

の
負

擬

せ

る
人
馬

は

こ
れ

を
雇

上
げ

た

る

べ
き

は
否
定

し
難

い
。
事
實

「
御
傳
馬

請
負

謹
交

」

東
海
道
濱
粗
密

に
閲
す
る

一
考
察

第

三
+
三
巻

二
七
九

第
二
號

=

ゴ
ニ

1)同:書 中編 巻 三(日 本 経 済叢 書巻 一 、五 ・一一三頁)



東
海
道
漬
松
宿
に
関
す
る
一
考
察

第

三

十

三

巻

二

八

O

と
て
、
宇
ヶ
年
或
は
一
ヶ
年
分
を
他
者
に
請
負
は
し
め
し
如
き
事
例
色
存
す
ヲ
山
一
。
然
し
乍
ら
、
小
教
の
大
宿
を
除

き
、
街
道
宿
騨
の
職
業
別
を
見
る
時
、
何
慮
に
お
い
て
も
、
宿
場
町
の
性
質
上
放
寵
屋
は
流
石
に
多
い
が
(
但
奮
記

に
よ
る
に
賓
際
に
於
て
は
族
宿
を
替
む
も
白
も
亦
兼
ね
て
農
業
に
従
事
す
る
と
主
屡
々
で
あ
ワ
と
そ
の
大
多
数
は
農
業
を
替
ん
で
ゐ
た

様
で
あ
る
。
こ
の
事
買
は
か
の
助
榔
課
投
が
、
宿
附
涯
の
農
民
の
負
地
隔
た
り
し
こ
と
と
併
せ
考
へ
て
、
御
役
門
の

人
々
自
ら
の
出
殺
を
推
察
せ
し
む
る
。
宿
の
佐
民
を
分
っ
て
一
一
樹
博
馬
相
勤
候
分
一
と
一
無
役
之
分
』
と
な
す
も
の
の

如
き
、
恐
ら
く
一
屍
上
げ
よ
り
も
、
自
身
出
役
を
普
通
と
し
て
お
で
こ
と
と
思
は
れ
る
。

第

競

四

わ
乃
事
hr伊
口
和
刊
書
的
わ
阻

J

配

c
し
て

M

7

(

j

1

二

4
:
i
i
j
J
I

悶
局
場
に
お
い
て
無
宿
の
無
職
探
伝
同
一
へ
般
予
、
こ
れ
JY
人
見
と
し
て

使
用
せ
し
も
の
と
耕
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
然
し
乍
ら
、
今
若
し
、
宿
騨
人
足
を
以
て
軍
に
乙
れ
の
み
と
解
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
由
来
に
鑑
む
る
も
恐
ら
〈
事
責
に
反
す
る
で
あ
ら
う
。
雲
助
を
以
て
直
ち
に
宿
騨
人
足
の
別
稿
と
解
す

べ
き
で
は
な
い
。
惟
ふ
に
雲
助
と
は
人
足
中
、
一
所
不
住
の
動
も
す
れ
ば
不
良
性
を
帯
び
た
る
無
頼
漢
の
謂
で
あ

る
。
そ
の
取
締
に
つ
い
て
は
幕
府
嘗
局
も
媛
々
鯛
書
を
後
し
、
宿
々
に
て
・
も
借
り
に
放
縦
不
覇
な
る
輩
に
は
迫
放

等
の
慣
行
が
存
し
た
。
か
の
胡
麻
の
蝿
と
並
び
購
せ
ら
れ
、
放
人
を
情
せ
し
雲
助
を
以
て
庇
ち
に
街
道
宿
轄
の
人

足
の
本
韓
と
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
u

今
.
こ
れ
を
諸
松
宿
の
場
合
に
つ
い
て
見
る
も
、
前
越
の
如
〈
人
馬
投
は

古
〈
よ
り
宿
内
特
定
の
者
の
負
躍
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る

3

彼
等
自
ら
出
投
せ
し
は
前
適
の
如
く
営
初
に
あ
っ
て
は

寧
ろ
常
態
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
し
か
も
後
に
及
ん
で
は
宿
内
定
住
の
徒
に
し
て
、
こ
れ
を
専
業
と
し
て
渡
世
せ

し
交
通
勢
働
者
の
一
群
を
増
加
せ
し
も
の
と
解
す
る
。
街
道
交
通
の
後
達
に
件
ふ
、
宿
騨
後
展
の
利
益
に
均
需
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
等
営
利
用
し
て
、
自
ら
有
す
る
本
来
の
責
務
を
兎
れ
得
た
る
も
の
も
絶
無
で
は
あ
る
ま

東FF遁育関宿文書「拙澱)
例云、内田望蔵槽吉、L日本絹古事史的研究寸下当事二一三頁以下参照
例之、中山翠、視泉宿、地方凡例釘 舟ム(附捧書、三間九、コ五O頁)
日示財政錘漏史料、巻ヨ玉、八七二、 I入E伝買、巻九、二九三頁
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い
。
然

し

、
御

役
門

に
謝

し

て
は
、
種

々
の
保
護

助
成

を
見

、
幕
府

當
局

の
相
鷹
蓋
力

せ
し

と

こ
ろ

な

る

に
も
拘

ら

す
、
充
分

で
な

く

、
彼

等

ば
最

初
自

ら
特
権

祝

し

て
こ
れ
を
願

び
し
も

の

の
、
後

に
は
却

っ
て
、
永

く

こ
の
責
務

の
た
め

に
橋

ま
ざ

る
を
得

な

か

っ
た
も

の
が
多

か

っ
た

で
あ
ら

う

。
「
民
間
省
要

」
の
著
者

は

こ
れ

に
關
し

て
、
『
世

の
憂

に
随

て
是

を
見

れ
ば

、
古

し

へ

一
萬
坪

の
地

子
を
御

免
有

て
百

匹
百

人

の
御
定

法
、
今

更
所

論
無

き

に
似

た

る
、
離

俗

一
宿

に
百

匹
百
人
定

る
傳
馬

役
人

有
時

は

、
役
屋
敷

二
百
軒

也

、

一
萬

坪
を

二
百
軒

に
割

て
見

れ
ば

、

一
軒

に
付

漸

く
五
十

坪

に
あ

た

る
な

り

、
惣

じ
て
大
膿

屋
敷

永

五
貫
文
内

外

也

、
・…

.・...大

凡
如

此

に
し

て
見

れ

ば

、
去

れ
永

五
貫
文

の
金

五
爾
也

、
今

時
何

ぞ
金

五
爾

に
し
て
馬

役

一
匹

も
可
相

立
哉

、
近
年
諸
色

高

直

に

し

て
、
武
尿

方

の
馬
持

方

に
苦
勢

し
て
、
物

の
入
事

に
て
考

へ
知

る
べ
し
、
勿

論
馬
有
と

い
ふ
と

も
、
馬
濁

b
役
を

勤

む

る
者

に
あ
ら
す

、
馬
士

と

い
ふ
も

の
な

け
れ
ば

な
ら

躍
な
り

、
近
年

馬
士

一
年

の
給

分
乾
字

金

五

両

か

か

る
、

且
又
右

萬

坪

の
御
年

貢
高
歩

行
共

に
、

二
百
人

へ
観

て
見

れ
ば

、

一
軒

に
付

一
年

の
被
下

も

の
、
永

廿

五
文

に
あ

た

る
事

な

れ
ば

、
前
後

の
宿

へ

一
度

往
ば

、

此

駄
賃

一
尉

分

に
も
不

及

、
斯

し

て
年

々
歳

々
、
人
苦

み
馬

疲

れ

て
辛

苦

困
窮

し
、
往
還

の
士

に
打
擲

に
逢

、

の

の
し
り
賎

し
め
ら
れ

て
、
生
涯

を
送

る
事

こ
そ
不
便
な

れ
」

も

も

も

も

も

い

へ

も

も

も

し

し

も

も

へ

も

も

も

も

も

た

も

セ

セ

も

ぬ

も

も

い

も

し

し

云

々
と

述

べ
、
更

に

「
其
所

年
来
扶
持

に
達

て
困
窮

し

て
、
退

轄
屋
敷
多

き
也

、
後

に
は
其

町

の
役
屋
敷

立
家

と

ヘ

へ

も

も

へ

し

へ

も

ち

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

も

も

も

ヘ

へ

い

も

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　し

も

ヘ

へ

も

ヘ

へ

い
　

も

に

,
只

く
れ

て
も
貰

ふ
も

の
な

し
、
次
第

に
上
屋

敷
多

成
程

、
残

る
傳

馬

役

の
困
窮

と
成
」

云

々
と
も

い

っ
て

み
る
。
以

て
そ

の
實
情

を
察

す

べ
き

で

は
な

い
か
。

先

き

に
述

べ
し
如

く
、
濱

松
宿

に
は
士
屋
敷

を
除

き
二
十

四

ヶ
町
が

あ

っ
た
が
、
そ

の
内
⊥
ハ
ヶ
町
(
正
徳
以
前
は
五

ヶ
町
)
を
御
役
町

と

し
、
他

の
十

八
ケ
町

は
特
別

の
場

合

の
外

ば
全

く
人
馬

繊

立
御
用

に
關
係

が
な

か

っ
た
。

の

み

東
海
道
濱
松
岩
に
糊
す
る
一
考
察

第
三
十
三
巻

二
八
一

第
二
號

一
二
五

6)同 書 巻 三 、(前 掲 書五一 三 頁)

7)同 上 、五 二〇 頁



東
海
道
濱
松
宿
に
隠
す
る

薯

察

第
三
+
=
一巻

二
八
二

第
二
號

一
二
六

な

ら

す

所

謂

御

役

町

六

ケ
町

と

錐

も

町

内

全

部

が

御

役

門

と

い

ふ
わ

け

で
は

な

か

っ
た

。

(最
初
些

善

国初
は
黙
り
し
掲

漸
次
聚
使
走
著
の
も
の
を
加

へ
相
混
在
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
)

即

ち

、

例

之

、

延

賓

八

年

巡

見

役

人

に
提

出

の
書
類

に
擦

れ
ば

次

の
如

し

。

一
本
役
七
+
三
人

一
本
役

二
+
三
人

二
[
【ム
ロ

一
本
役
九
十
山ハ
署八

一
本
役
五
十
二
人

一
水
役
閥
十
九
人

一
本
役
二
十
七
人

三
口
合

一
本
役
百
工
+
八
人

五
口
合
本
役
人

二
百
二
十
四
人

家
数
八
+

二
軒

家
数
二
+
九
軒

家
蝿
百
+

一
軒

家
数
百
軒

家
倣
九
十
六
軒

家
数
二
+
八
軒

家
数
二
百
二
十
五
軒

家
数
合

三
百
四
[十
山八
軒

、

庄
屋
問
屋
三
人

庄
屋
二
人

庄
屋
問
屋
五
人

庄
屋
三
人

庄
屋
四
人

庄
屋
二
人

庄
屋
九
人

内
+
四
軒
庄
屋
問
屋

傳

、馬

放 肴 田

町 町町 町 町

(
註
)

こ

こ

に
本

役

(
或
は
本
役
人
)
と

は

勿

論

前

掲

寛

文

入

牢

の

記

録

に

御

役

門

と

あ

る

も

の

と

同

一
で

あ

ら

う

。

(註
)
(
三
町
方

の
分
両
者
の
撒
字

一
致
、
二
町
方

の
分
共
に
二
軒
を
減
じ
て
み
る
。

こ
れ
、
恐
ら
く
退
螺

の
者
を
生
ぜ
し
も
の
で
あ
ら
う
。
同
年

の
文
書

に

「
…
…
此
頃
者
御
役
町
彌
困
窮
相
募

、
古
丞
相
勤
來
候
十
六
人
之
庄
屋
共
段

々
減
少
仕
、
都
合
十
三
人
に
而
御
用
相
勤
」
云
々
と

見
ゆ
る
。
)

但

し

、
寳

暦

九

年

の
書

上

に
擦

れ

ば
.

爾

鯨

の

各

町

に
も

そ

れ

ぞ

れ

同

じ

く

本

役
家

屋
敷

の
名

を

以

て
呼

ば

る

る
も

の

が

あ

っ
た
標

で
あ

る
。

試

み

に
各

町

に

つ

い
て

、

同

年

に

お
け

る

、

そ

の
然

ら

ざ

る
家

歎

と

の
比
較

を

示

す

な

ら

ば

次

の
如

く

で
あ

る
。

本
役
家
屋
敷

然
ら
ざ
る
も
の

本
役
家
屋
敷

然
ら
ざ
る
も
の

「

本
役
家
屋
敷

然
ら
ざ
る
も
の

成
子
坂
町

一
一
(軒
)
.

三
七

七

軒

町

一
一

七
五

上

新

町

八

四
五

＼
.



晶牌

明

町

一
九

=
二

早

馬

町

八

六

一

鍛

冶

町

二
山ハ

山八
一

大

工

町

四
二

一
〇
五

名

淺

町

二
四

七
二

こ
の
町
数
十
八
、
本
役
家
屋
敷
の
敷
四

板

屋

町

五
〇

一
二
三

新

町

下

垂

町

四

一

九
九

池

町

準

田

町

一
四

四
三

本

魚

町

利

町

一
八

四
六

紺

屋

町

清

水

町

七

二
二

猿

屋

町

二

九

、

更

に
然

ら

ざ

る

も

の

一

一
七

九

を

算

へ
ろ

。

一 四 一 一 六

三 七 六 四 五

一
〇
九

四

三
七
七

一
一
四

=

ハ

右

に
擧

げ

し
十

八

ケ
町

は
濱

松
宿

に

お
け

る
御

役
町
六

町
以

外

の
町

で
あ

る
(+
屋
敷
を
除
一
)。
こ
れ
等

が
急

な

る

御

通
行

、
御
茶

壷
通

行
等

に
際

し
て
臨

時

的

に
人
馬
緩

立

の
御

用

に
任

ぜ
し

こ
と

ば
先

に
述

べ
し
と

こ
ろ

で
あ

る

が

、
な

ほ

こ
の
外
橋

梁

修
覆

そ

の
他

の
役
儀

が

あ

っ
た
。
所

謂
本

役
家

屋
敷

と

は

こ
れ
等

の
役
儀

を
負

澹

せ
し
家

々

で
あ
ら

う
と
思

は

れ

る
。

こ

の
指

定
も
恐

ら

く
由
来

す

る
と

こ
ろ
は
古

い
で
あ

ら
う
。
所

謂
御
役
町

に
お

い
て

御

役
門
(
叉
は
水
没
)
以

外

の
も

の
の
漸

増

せ
し
如

く
、
右

に
掲
げ

た

る
両
者
数

の
相
違

は
、
本

役
家

屋
敷

に
多
少

の

轄

は
あ

る
べ
し
と
す

る
も

、
大
艦

に
お

い
て
、
街

道
宿

騨

と

し

て
の
濱

松
宿

の
膨
張
登
展

を
物

語

る
べ
き

、

一
資

料

た

る
に
値

す

る

で
あ
.ら
う
。

八

、
騨
制

の
弛

緩

と
渡
松

宿
疲

弊

の
事
賢

徳
川
幕
府

が
種

々
な

る
保
護

助

成
維
持
策

を
探

り

し

に
も
拘
ら
す

、
街

道
宿
騨

が
次
第

に
疲

弊

せ
ざ

る
を
得

な

か

っ
た
事
情

に

つ
い
て
は
、
嘗

て
、
や
や
詳
細

に
こ
れ
を

論

じ
た

こ
と
が
あ

る
。

こ
の
こ
と

は
濱
松
宿

と

雌
も
勿

論
免
れ
得

な

か

っ
た
。

弦

に
は
そ

の

一
端

を

述

べ
、
特

に
、
徳
川
時

代

に

お
け

る
騨
制

弛
緩

の
事

實

が

、
か
な
り

早

く
到
来

せ
し
も

の
な

る
こ
と

を
指

摘
し

た

い
と

思

ふ
。

東
海
道
濱
船
宿
に
聞
す
る
一
考
察

第
三
十
三
巻

二
八
三

第
二
號

一
二
七

1)拙 稿 、L助 郷 と農 民の生活「四、幕 府のi野宿 騨保護 助成維持策 と農民 の生 活

(本 庄博士編LP本 実通史 の研究「七六乃至一一王頁)



東
海
護

松
宿

に
閲
す
る

一
考
察

第
三
士

・…巻

二
八
闘

第

二
號

三

八

「
濱
松
宿
御
役
町
由
來
記
」
に
は
寛
文
以
前
の
情
勢
と
し
て

「
・-
…
米
穀
次
第

に
高
値

に
相
成
り
、
夫
食
飼
料

一

ケ
日
之
入
用
駄
賃
銭
と
差
引
候
得
共
、
過
分
之
損
料
相
立
、
其
上
往
來
御
用
繁
御
通
行
之
御
方
、
次
第
に
御
権
威

甚
敷
、
商
人
荷
物
武
家

に
ま
か
い
、
將
亦
御
朱
印
過
人
馬
多
く
、
二
條
御
蚕
衆
様
#
諸
御
大
名
諸
御
尻
中
共

に
、

一
度

に
折
重
り
御
通
行
波
駕
成
候
に
付
、
百
姓
耕
作
之
障
多
く
労

々
難
澁
仕
り
」
云
々
と
述
べ
て
み
る
。
行
文
簡

に
し
て
よ
く
諸
算
を
盤
し
て
み
る
。
寛
文
と
云

へ
ば
、
か
の
嚢
蜆
交
代
制
度
確
立
の
年
た
る
寛
永
十
二
年
よ
り
約

二
+
鯨

年

の
後

で
あ

.。
が
、

こ
れ
よ
b
以

前

、
街

道

の
情

勢

は
既

に
右

の
如

く
、
後

世
盆

甚

だ

し

か
り

し
諸
弊

を

見

て

み

た

の

で
あ

る

。
諸

種

の
事

情

を

綜

合

す

る
時

.

膚

の
叙

蓮

が

何

等

誇

張

の
文
僻

を

列

ね
.レ
も

の

に
非

ざ

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。
寛

文

八

年

(西
.
一
六
六
八
年
)

の

一
計

算

書

に
、

次

の
如

き

を

の
が

あ

る
。

O
人
馬

一
日
之
夫
食
飼
料
之
畳

一
七
+
六
文

苅
豆
四
連

一
七
十

二
文

大
豆

一
升
五
合

一
四
十
丈

こ
ぬ
か
四
升

一
十
丈

わ
ら
五
把

一
二
交
r

あ
ら
ぬ
か

一
十
八
文

沓
一

六

足

≡

+
四
文

薪

=
ハ
+
六
文

馬
方
飯
米
給
分
共

合
三
百
十
九
文

一
濱
霧

叢

迄
、
警

鍍
八
+
三
文

百

・
二
度
竹
俣
得
誉

…

七
+
文
取

右
差
引

百
四
十
五
文
損
分

一
同
見
付

へ
百
五
十
八
文

一
日

に

一
度
付

右
差
引
百
五
十
七
文
損
料

若
叉
、
濱
松
と
見
付

の
間
に
て
+何
物
付
替
一、
無
〃坂
道
参
候
筋
者
、
二

百
四
+
五
文
取

差
引
七
+
実
損
分

同
様

の
計

算

は

、
右
寛
文

八
年

よ
り
十

二
年
後

に
當

る
延
寳

八

年

に
も
あ

る
。

O
馬

一
疋

に
付

一
日
之
飼
料
畳

○
馬

一
疋

に
付

「
日
之
駄
賃
畳

難

文

誇
擦

合

…叢

論

鱗
ら
=
嚢

繍
方給
費

一
三
十
文

沓

五

足

一
四
十
五
文

馬
方
飯
米



〆
三
百
八
十
二
丈

一
ケ
」牛
〆
百
三
十
六
〆
四
百
一二
十
六
文

一
二
百
八
文

見
付
迄

一
百
十
二
文

舞
[坂
迄

但
、
天
龍
・が
舞
[坂
造
付
候
節

は
雨
道

に
て
二
百
二
十
六
文

右
取
鍍

一
ケ
年
〆
七
十
五
貫

二
百

二
十
四
文

差
引
六
+

一
貫

二
百
二
十
四
丈
損
分

営

時

何
地

に

お
け

る
如

上

の
物
償

を
知

る

べ
き
側
面

の
史

料

を
鉄

く
を
以

て
、
右
計
算

書

に
多
少

の
誇
張

あ

る

や
も
圖
ら

れ
な

い
が
、
全

く
虚

妄

の
数

字

で
あ

る
と

は
思

は
れ
な

い
。
果

し

て
撚

り
と

す
れ
ば

「
濱
松
宿

御
役

町

由
來

記
」
に
『
夫
食

飼

料

}
ヶ

日
之

入
用

、
駄
賃
銭

と
差
引

候
得
業

、
過

分
之
損

料
相
立
』

と
あ

る
が
如

く

.
牧

支

相
償

は
す

、
宿
騒

(委
し
く
は
御
役
町
々
)
の
疲
弊

故

な

し
と
し
な

い
で
み
ら

う
。
勿

論
、
幕

府

は

こ

の
故

に
種

々
な

る

保
護

助
成

維
持

策

を
講

ぜ
し

・b
、
充
分

な

る
敏

果
を
奏

し
得

ざ
り

し
も

の
で
め

っ
た
。

こ
の
間

の
事
情

を
物

語

る

一
資

料

と

し

て
、
次

に
濃

絵
宿

に

お
け

る
常

備
傳
馬

返
轄

の
事

實

を

一
瞥

し
よ
う
と

思

ふ
。

街
道

往
来

の
増

加

に
件

ひ

、
屡

々
、
傳
局

員
敷

を
増

し

、
或

は
新

に
助

郷
を
指
定

せ
し
事
實

は

、
即

ち
幕
府

の

宿

騨

維
持
策

の

一
端

を
示

す
も

の

で
あ

る
が

、
か

く
増
加

せ
ら

れ
し
常
備
員
数

も
、
幾

許
も

な

く
し

て
こ
れ
を
鉄

く

こ
と
多

き
を
加

へ
た
。
例
之

、
寛

文
九

年
(西
、
一
六
六
九
年
)
濱
松
宿

が
道

中
奉

行
高
木

伊
勢

守

に
答
申

せ
し

と

こ

ろ

に
擦

れ
ば

、
常
時

、
同
宿

御
傳

馬
百

疋
之

増
減

は
次

の
如

き
有
様

で
あ

っ
た

。

御
僅
阿馬
百
疋

の
増
一減

一
九
年
以
前
千
年
(
註
、
萬
治

三
年

に
當
る
)
有
馬
+
五
疋

一
丑
年
有
馬
七
十
三
疋

同
年
暮
拝
借
金
を
以
局
買
立
中
候

一
黄
牛
有
馬
六
+
八
疋

同
年
退
輔
馬
九
疋

一
卯
年
有
馬
五
十
九
疋

同
年
退
輻
馬
五
疋

東
海
道
濱
松
宿

に
關
す
る

一
考
察

,

第
三
十
三
巻

二
八
五

第

二
號

一
二
九



東
海
道
濱
松
宿

に
閲
す
る

一
考
察

一
辰
年
有
馬
五
十
四
疋

一
巳
年
有
馬
三
+
七
疋

一
午
年
有
馬
七
+

一
疋

一
未
』干
有
馬
山ハ
十
九
疋

年

々
退
輔
馬
四
十
三
疋

第

三
+
三
巻

二
八
六

第

二
號

、】
三
〇

同
年
退
繋
馬
十
七
疋

同
年
霜
月
、
駄
賃
御
増
被
下
馬
買
立
申
候

同
年
返
幕
馬
二
疋

同
年
退
輻
馬
十
二
疋

獲
而
五
+
七
疋

宿

騨

に
お

い
て
常
備

人
馬

の
口員
数

を
持

揃

へ
す
、

こ

の
爲

め

に
そ

の
負
澹

が
助

郷
側

に
轄
嫁

せ
ら

れ
、
農

民

の

維
濟

生
活

を
署

迫

せ
し

め
し

こ
と

は
嘗

て
こ
れ
を
論

じ
た
。

そ

の
際

、
通
説

に
所

謂
ヨ
人

馬
七
八
遣

」
と
稽

す

る
も

の
を
.

天
明

三
年
茜

.
…
七
八
三
年
)品
川
宿

騨
吏

の
建
議

に
基

い
て
施

行

せ
ら

れ
し
と

す

る
の
誤

な

る
を
婚

摘

し
.

わ

享

保
年

間
(西
、

一
七
二
〇
年
代
)
既

に
人
馬

を
持
揃

へ
ざ

る
こ
と

、
屡

々
な

り
し
次
第

を
述

べ
て
置

い
た
。

然

る
に
今

右
記

録

の
示

す
と

こ
ろ

に
擦

れ
ば

、
傅
馬

百
疋

の
制

を
定

め
ら

れ
た

る
寛

永
十
五

年

を
距

つ
る

こ
と

僅

か

に
二
十

二
年

に
過

ぎ
ざ

る
萬
治

三
年

(西
、
一
六
六
〇
年
)
に
お

い
て
、
既

に
早

く
御
定

百
疋

の
内

有
馬

僅

々
十

五

疋

と

い
ふ
の
で
あ

る
。
勿

論

.
萬
治

三

年

に
至

っ
て
卒

然

と

し

て
右

の
如

き
数

に
減
ぜ

し
も

の
と
見

る
べ
き

で
は

な

く
、

か

か

る
實

情

は
更

に
湖

っ
て
存

せ
し
も

の
と
解

せ
ざ

る
を
得

な

い
の
で
あ

る
。

か
く

の
如

し
と

せ
ば

、
傳

馬
百

疋

を
常

備

せ
し
は
果

し

て
幾
年

間

で
あ

っ
た
か

。
萬

治
三

年
幕

府

は
濱

松
宿

に
謝

し
て
金

三
百

雨

を
貸

興

し

馬

を
買

立
し

め

て
み

る
。
年
毎

に
常
備

員
数

を
減

少

し
、
僅

か
十

五
疋

に
過

ぎ
ざ

る
現
状

で
は
、
そ

の
要
用

に
事

咲

く

こ
と
甚

だ

し

か
り
し

に
由

る

こ
と

は
云

ふ
迄

も
な

い
。
而

し

て
萬

治
三

年

に

お

い
て
所
謂

御
敷

金
を
受

け

し

は
、
び

と
り
濱

松
宿

の
み
で
な

く
、
殆

ん

ど
街

道

各
宿

に
及

ぶ
の
を
以

て
見

れ
ば

,
傳
馬

返
轄

し

て
正
規
員
数

を

訣

く

こ
と
甚

だ

し
き

も

の
、

諸
宿

比

々
皆
黙

り

で
あ

っ
た

で
あ

ら
う

。

由
是

観
之

、
徳

川

時
代

に
お
け

る
騨
制

2)拙 稿、助郷 と農民 の生活(前 掲 書、一〇六頁)



弛
緩
の
到
来
は
、
意
外
に
阜
か
り
し
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
c

因
み
に
前
記
寅
、
卯
.
辰
、
午
、
未
の
五
ヶ
年
(
丑
、
己
雨
年
分
は
記
載
一
無
き
も
、
こ
の
雨
年
退
時
馬
無
し
と
す
る
は
恐
ら
ぐ
事
責

に
お
け
る
退
轄
馬
四
十
三
疋
と
い
ふ
敷
字
は
、
営
時
に
お
け
る
騨
制
維
持
の
困
難
を
推
察
す
る

に
反
ナ
る
で
あ
ら
う
)

上
に
、
軽
々
に
看
過
し
難
い
む
の
と
い
ふ
べ
き
で
め
ら
う
と
思
ふ
。

而
し
て
・
か
か
る
情
勢
は
先
き
に
遮
ペ
し
歩
役
方
馬
五
十
五
疋
に
つ
い
て
も
略
々
同
様
で
あ
っ
た
し
以
下
同
年

僅
々
十
年
足
ら
?
の
聞
に
お
い
て
退
轄
馬
、
停
馬
方
歩
役
方
双
方
を
合
し
て
七
十
幹
を
教
へ

と
比
較
し
て
見
る
を
要
す
る
て
寛
文
九
年
現
在
有
馬
、
惇
馬
方
百
疋
の
内
五
十
七
疋
、
歩
投
方
五
十
五
疋
の
内
、
二
十

四
疋
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
殊
に
歩
役
方
の
如
き
¥
こ
の
間
二
回
も
こ
れ
を
補
充
す
べ
〈
救
梼
め
ち
し
に
も
拘

二
八
七

の
調
査
で
あ
る
。

歩
役
方
馬
五
十
五
疋
増
減

一
九
年
以
前
子
年
有
馬
ニ
十
五
疋

一
週
年
清
民
四
十
疋

一
寅
年
有
馬
三
十
八
疋

一
卯
年
有
馬
三
十
六
疋

一
辰
年
宥
馬
三
十
三
疋

一
巳
年
有
馬
二
十
五
疋

一
・
午
年
有
国
向
=
一
十
五
疋

一
未
年
宥
馬
一
一
一
十
二
疋

原
文
ノ
マ
・

年
々
、
退
時
馬
三
十
一
疋

東
海
道
演
松
宿
に
闘
す
る
一
一
考
察

周
年
暮
斧
借
金
を
以
馬
買
立
申
候

閲
年
退
暢
馬
ニ
疋

同
年
退
轄
馬
ニ
疋

同
年
退
樽
馬
三
疋

同
年
退
鴇
馬
八
疋
・

同
年
霜
月
、
駄
賃
銭
御
増
被
下
馬
買
上
申
候

周
年
退
輔
馬
一
一
一
疋

周
年
明
暗
轄
馬
八
疋

暗
躍
而
二
十
四
疋

(
勿
論
と
の
歎
は
有
馬

第
三
十
=
一
巻

第
二
獄

一



東
海
道
濱
松
宿

に
閲
す
る

一
考
察

第
三
十
三
巻

二
八
八

第
二
號

一
三
二

ら

ず
、
有
馬

は
却

っ
て
減
少

し

て

み
る
。

濱

松
宿

に
お

い
て
は
前
述

の
如

く
、
そ

の
特
殊

の
事
情

に
基

き

、
御

傳
馬
御

定
百

疋
の
外

な
ほ
五
十

五
疋
を
有

し
、
馬

数

比
較

的
豊
富

な

る

べ
き

に
も
拘

ら

す
、
既

に
こ
の
頃

に
お

い
て
両

者

を
合
す

る
も
有
馬

四
十
疋

(萬
治
三

年
)
或

は

八
十

一
疋

(寛
文
八
年
)
と

い
ふ
有

機

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
樹

し

て
幕
府

よ
り
相
鷹

の
保
護
助

成

行

は

れ

し

に
も
拘

ら

す

、
こ

の
情

勢

は
時

代

の
経
過

と

共

に
次
第

に
そ

の
度

を
甚

し
く
し

た
。
即
ち

、
延
寳

三
年

と
云

へ
ば

、
前

記
寛

文

九
年

を
踊

る
僅

に
六
年

の
後

で
あ

る
が
、

こ
の
年

二
月

、
遣
中

退

縛
馬

吟
味

と

し
て
巡

見

せ
る
幕

廊
藤
井
善

右

衙
門

、
瀬

戸
彦
右
衛

門

に
答
申

せ
る
書
付

に
擦

れ
ば

,
馬
撒

余
し

て
四
+

七
疋

に
過
ぎ
宇

,

越

え

て
同

八
年

に
至

っ
て
は

「
百

五
十

五
疋
之
内

、

四
十
入

疋
有
馬

、
百

七
疋

退
轄
」

と

見

え
、
更

に
享
保

九
年

(
延
買
八
年
よ
り
四
+
五
年
の
後
に
當
る
)

に

お

い
て
は
有

馬
僅

々
三
十

四

疋

に
減
少

し
て

み
る
。
傳

馬
御
定

百
疋

と
比

較

し

て
三

分

の

一
(強
)
.
當
宿
備

ふ
べ
き
百

五
十

五
疋
と

比
較

す
れ

ば
實

に
五
分

の

一
(強
)
と

い
ふ
始

末

で
あ

る
。
b

凡
そ
、

か
く
の
如

き
は
そ

の
以
降

に

お
け

る
常
態

な

り

し
と
見
え

、
享

保
九

年

よ
り
更

に
二
十
九
年

の
後

た

る
寳

暦

三
年

に
て
は
有
馬

三
十

五
疋

と
あ

る
。
(註
)

カ

も

し

や

カ

も

も

し

も

カ

も

あ

し

へ

も

カ

ね

も

も

ね

も

(
註
)

「
民
間
省
要
」
(享
保
六
年
著
)
の
著
者
田
中
丘
隅
は

こ
の
間
の
事
情

に
つ
い
て
『
古

へ
定
り
し
事

の
攣
じ
て
、
成

る
な
き
を
知
る
人
も
あ
る

も

や

カ

も

ね

カ

も

へ

う

も

も

も

も

も

も

も

へ

も

へ

も

い

ヘ

ヘ

へ

も

へ

も

カ

マ

ヘ

へ

も

ヘ

カ

も

い

た

も

カ

ち

も

や

あ

や

セ

カ

カ

し

ヨ

も

上

に
も
、

五
+

三
宍

の
人

馬

は
、

百
匹

百
人
有
害

の
物

と

の
み
思

ひ
候

、
叉
代

々

の
掟

に
慣

て
、
可
レ
持
筈

の
事

と

の
み
思

て
居

と

い

へ
ば
、
カ

コ

も

し

し

も

サ

も

も

へ

っ

も

も

へ

も

ぬ

も

や

へ

も

た

も

も

へ

も

も

も

も

も

も

も

セ

ヘ

カ

も

も

も

も

も

を

へ

も

ヘ

へ

も

足
ら
ず
城
下
・一

の
大
騨
か
、
叉
は
津

々
湊

々
、
富
饒
之
地
な
ら
で
、
所

々
田
舎
宿

の
分
、
急
度
人
馬
を
可
相
立
謂
れ
は
な
し
、
倍

々
此
理
を

お
も

ふ

に
、

凡

そ
武
家
に
し
て
何
千
仞
百
人
と
云
限
り
な
き
諸
士
、
叉
其
粗

々
輕
卒
は
、
そ
れ
一

急
度
知
行
切
米
縊
り
、
代

々
御
影
を
以

て
妻

子
を

は
ぐ
く

む
だ

に
映
国
有

て
、
揃

ふ
事

は
稀

に
有

る
習

に
比

べ
て
、

い
か

に
卑
賎

の
下

々
、
牛

馬

と

ひ
と
し
く
も

の
云
事

あ

ら

ね

と

て
、

か

エ
る
道
理

も
辮

へ
な

し
、

ひ
た
も

の
攻

め

に
せ

め
ら
る

、
事

こ
そ
悲

し
け
れ

、
斯

る
事

も
筆

の
序

忙
書

付

て
見

れ
ば
、
予

も
初

て
知

る



心
地
ζ

そ
す
る
、
自
身
動
る
宿
白
も
の
も
知
b
ね
ば
、
夫
れ
を
日
々
に
下
知
ナ
る
問
屋
も
知
ら
ず
、
命
令
す
る
人
は
猫
知
b
じ
』
と
云
ひ
、
更
に

又
「
・
・
人
々
願
に
賄
時
は
、
宿
#
白
馬
中
々
半
分
も
相
立
事
な
き
故
に
、
お
し
て
馬
役
を
一
苫
付
る
時
は
、
夏
よ
り
秋
迄
の
聞
は
、
草
宥
内
は

持
と
い
へ

E
も
、
そ
枯
に
五
り
で
は
持
摘
す
る
事
不
レ
成
、
い
つ
か
人
に
貰
で
厩
を
明
け
、
又
は
一
元
来
乾
字
金
一
二
雨
位
に
で
、
目
も
な
〈
年

も
た
f
骨
と
皮
斗
り
の
痩
馬
を
引
込
、
ひ
ど
〈
遺
ふ
で
物
を
確
と
〈
れ
ぎ
る
よ
り
、
夏
中
に
皆
叢
の
枯
骨
と
成
多
し
、
何
ぞ
秋
を
待
事
あ
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ん
、
公
所
よ
り
構
成
を
以
で
静
議
に
及
ぶ
時
は
、
色
々
の
邪
智
を
出
し
能
其
時
の
間
を
会
し
、
百
匹
、
盲
人
都
合
す
る
に
似
て
、
跡
よ
り
用
に

、
‘
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
‘
.
、
、
、
、
、
、

立
事
な
し
公
所
よ
り
猶
又
吟
味
強
〈
、
し
ば
/
¥
ー
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
其
所
に
多
〈
害
あ
ら
ん
、
皐
寛
大
相
百
匹
百
人
は
術
ふ
宮
じ
曹
遺
哩
』

、
、
、
、
、
、
.
、
、
、
事
、
刷
、
、
‘
司
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

主
述
べ
『
・
J
a
-
-
'
と
か
〈
百
匹
百
人
可
-
-
柑
立
』
会
放
を
附
な
し
て
寓
事
空
を
以
て
治
む
る
事
を
不
レ
吹
ば
、
従
v
是
道
中
能
〈
柏
崎
閲
す
る
事
あ
ら

じ
」
と
て
宿
騨
の
疲
弊
と
そ
白
助
成
保
護
白
必
要
を
痛
論
し
て
ゐ
る

d

。

今
、
演
松
宿
は
所
謂
仰
城
下
の
大
躍
、
し
か
も
惇
馬
遮
酬
刊
の
事
賞
、
よ
遡
の
却
し
と
せ
ば
、
被
の
所
論
む
何
等
誘
時
四
巴
言
で
な
い
ー
と
と
を
知
る

べ
き
で
あ
る
。
思
ふ
に
、
街
道
諸
宿
に
於
け
る
惇
馬
退
師
悼
の
事
一
貫
は
、
マ
台
定
ナ
べ
か
ら
ざ
る
も
り
で
あ
ら
う
。

凡
そ

h

右
の
如
き
宿
騨
常
備
傍
馬
退
轄
の
事
買
は
、
幕
政
の
比
較
的
初
期
に
お
い
て
、
院
に
障
制
の
弛
緩
甚
だ

し
か
り
し
こ
と
を
示
し
、
宿
騨
の
疲
弊
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
更
に
又
そ
れ
は
必
然
的
に
、
宿
騨
人
馬
補
充

の
責
務
監
課
せ
ら
れ
し
助
郷
農
民
の
経
済
生
活
に
、
重
大
な
る
影
響
を
興
へ
た
も
の
で
あ
つ
に
。
官
宿
助
郷
に
つ

い
て
も
種
々
そ
の
疲
弊
困
窮
の
事
貫
佐
知
る
べ
き
責
料
存
す
る
も
、
こ
の
聞
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
嘗
て
も
論
究

せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
悲
に
は
こ
れ
を
割
愛
し
て
置
く
。

九
、
結

言

以
上
在
は
近
世
宿
轄
の
一
例
'
と
し
て
の
潰
松
宿
に
つ
い
て
若
干
を
論
越
し
た
。
も
と
よ
hJ
論
じ
て
壷
さ
ゴ
る
と

こ
ろ
多
〈
、
徒
に
隔
靴
掻
捧
の
戚
が
深
い
が
、
今
こ
れ
を
要
約
し
て
突
の
如
く
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

郎
ち
、
褒
落
と
し
て
の
演
松
の
地
は
古
い
。
が
、
慶
長
六
年
徳
川
家
康
が
停
馬
の
制
を
定
な
る
に
際
し
、
街
道

東
海
道
演
松
宥
に
関
ナ
る
一
考
察

一
一一一

第
=
一
+
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披

民間省要中編巻之三(前掲書、巻一、五一六、五一七頁)3) 



東
海
道
濱
松
宿
に
關
ナ
る
一
考
察

第
三
十
三
巻

二
九
〇

第
二
號

=
二
四

宿

騨

の

一
に
列

す

る
や

,
こ
の
地

の
室
氣

は

お
の
つ
か
ら

一
新

せ
ら

れ
た
。
而

し

て
所
謂

人
馬
縫

立

の
御
用

な

る

あ

の
は

、
官

の
補
助

を
享

け
直
接

中
央

政
府

の
管

理

に
属

す

る
も

の
で
あ

っ
て
、
實

に
宿

場

町

の
特
性

を

な
す
も

の

で
あ
.る
。
然

し

こ
の
責
務

は
宿

全

艦

の
負

ふ

一
般

的

の
も

の

に
非

ら
す

し
て
、

そ

の

一
部

の
も

の
が
特

別
な

る

縁
故

に
よ

っ
て
終
止

こ
れ
を
負
瑠

し
た
。

こ

の
責
務

は
そ

の
は
じ
め

、
街

道
交
通

量

の
未

だ

多

か
ら

ざ

り
し
時
代

に
お
い
て

は
、
地

子
免
除

そ
の
他

の
報

償

の
故

に
、
寧

ろ
恩
恵

的
な

る
特
権

と
観

ぜ
ら
れ

.
或

る
も

の

の
如

き
は

特

に
進

ん

で
.・
れ
を
願

出
、で
て
み

る
。
然

し
乍

ら

、
世

の
肇

と
共

に
響

に
し

て
増
加

し

、
次
第

に
激

増
を
来

せ
る
交

通
需

要

は
、
皮

肉

に
も

こ

の
事

情

を

一
鍵

せ
し
め

て
、
最

初

特
椹
視

せ
ら

れ
た

る
も

の
を
化

し

て
、
大

な

る
犠

牲

的
負

澹

た
ら

し

め
た
。
勿

論

、
當
時

鐸
傳

の
事

の
重

要

の
故

に
、
當

局

は
種

々
こ
れ

が
保
護

助
成

維
持
策

に
腐

心

せ
し

も
充
分
な

ら
す

、
騨
制

弛
緩

の
事

實

は
頗

る
早

く
到
來

し

た
。
極
度

な

る
常
備

傳
馬

返

轄

の

車

賃

が
、
既

に
萬
治

年
間
以

前

に
お

い
て
歴
然

た

る
が
如

き

、
そ

の
有
力

な

る

一
讃

で
あ

る
が

、
同

一
の
事
實

は
永

く

後

世

北
亙

っ
て
繰
り
返

さ
れ

て
み

る
。
次
第

に
増
加

す

る
交

通
需
要

に
直

面

し
、
逃
避

す

べ
か
ら
ざ

る
犠

牲

的
負

謄

の
故

に
、
直
接

人
馬
綴

立

の
責

務

を
有

せ
し
人

々
の
疲

弊

せ
し
は

怪

し
む

に
足
ら
な

い
。
而

し

て
、

こ
の
影
響

は
、
宿

人
馬

補
充

の
責
務

を
課

せ
ら

れ
し
附
近

郷
村

に
、

必
然

的

に
、
波

及

せ
ざ

る
を
得
な

か

っ
た
。

か

の
助
郷

農

民

0
蒙

り

し
過

酷
な

る
人
馬
課

徴
は

、
即

ち

こ
れ
を
物

語

る
も

の
で
あ

る
。

(附
記
)
、
五
十
三
次
は
五
十
三
色
と
は
「民
間
省
要
」
中
の
語
で
あ
る
。
街
道
請
宿
、
も
と
よ
り
夫
々
の
特
徴
は
あ
ら
う
が
、
本
稿
に
お
い
て
述
べ

鱗
爆
影
蝦
蕗
灘
慕
鞭
鷲
赫鮮
鰍鍵
野
謀
%編
羅
讐
飲
讐
恥
顎
諮

既諏鞘
編
創
講

(
正
誤
)
、
前
號

一
〇
四
頁
、
最
後
の
行
「
元
和
九
成
年
」
と
あ
る
は
「
元
和
九
亥
年
」
の
談


